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常任委員会審査概要

常
任
委
員
会
審
査
概
要
議
会
の
情
報
を
み
な
さ
ん
に
お
伝
え
す
る
た
め
、

３
つ
の
常
任
委
員
会
で
の
審
査
概
要
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

多治見市議会議員の議員報酬、費用
弁償及び期末手当に関する条例の一
部を改正するについて

法定利率に係る民法の一部を改正す
る法律の施行に伴う関係条例の整理
に関する条例を制定するについて

事件番号 件　名

議第140号

議第143号

議第142号

議第144号

議第145号

審査結果

原案可決

●
議
第
１
４
０
号　

多
治
見
市
部
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す

　

る
に
つ
い
て

　

総
務
部
と
企
画
部
の
事
務
分
掌
に
つ
い
て
の
質
疑
が
あ
り
、

「
企
画
部
が
担
う
の
は
あ
く
ま
で
も
財
産
の
総
括
で
あ
り
、
実
際

の
施
設
の
統
合
、
廃
止
、
建
設
に
つ
い
て
は
、
所
管
し
て
い
る
部

署
が
行
う
も
の
で
あ
る
。
本
庁
舎
に
つ
い
て
は
総
務
部
が
所
管
し

て
い
る
事
務
な
の
で
、
総
務
部
が
中
心
と
な
っ
て
行
う
。
多
治
見

市
全
体
の
公
共
施
設
等
の
総
量
的
な
も
の
、
今
後
の
方
針
、
フ
ァ

シ
リ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
企
画
部
で
事
務
を
担
っ

て
い
く
こ
と
を
明
確
に
し
た
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

●
議
第
１
４
４
号　

多
治
見
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等

　

の
一
部
を
改
正
す
る
に
つ
い
て

　

嘱
託
員
お
よ
び
臨
時
職
員
に
つ
い
て
、
「
正
規
職
員
と
の
格

差
是
正
の
面
で
、
働
く
意
欲
を
上
げ
る
た
め
に
も
さ
ら
な
る
充

実
を
求
め
た
い
が
、
担
当
課
の
考
え
は
ど
の
よ
う
か
」
と
の
質

疑
に
対
し
、
「
今
回
の
改
定
に
つ
い
て
は
、
人
事
院
勧
告
の
と

お
り
で
あ
る
。
な
お
、
会
計
年
度
任
用
職
員
に
す
る
こ
と
に
よ

り
、
給
料
表
が
適
用
さ
れ
る
の
で
、
人
事
院
勧
告
の
ア
ッ
プ
が

あ
れ
ば
上
が
る
、
下
が
れ
ば
下
が
る
と
い
う
こ
と
で
、
正
規
職

員
と
連
動
す
る
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

●
議
第
１
４
５
号　

多
治
見
市
債
権
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正

　

す
る
に
つ
い
て

　

「
年
度
当
初
に
策
定
す
る
徴
収
計
画
か
ら
、
不
納
欠
損
見
込

額
、
専
決
処
分
見
込
額
、
滞
納
処
分
強
制
執
行
の
３
点
を
外
↖

↘
す
こ
と
に
よ
る
変
化
は
何
か
」
と
の
質
疑
に
対
し
、
「
条
例

制
定
時
は
、
回
収
見
込
み
の
な
い
私
債
権
の
整
理
が
課
題
で

あ
っ
た
。
年
度
当
初
に
不
納
欠
損
の
見
込
み
、
専
決
処
分
の
見

込
み
等
を
記
載
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
未
回
収
分
を
減
ら
し
、
整

理
す
る
こ
と
と
し
た
。
仕
組
み
も
充
実
し
、
債
権
が
整
理
さ
れ

て
き
た
現
在
で
は
年
度
当
初
に
見
込
む
必
要
が
な
く
な
っ
た
た

め
、
削
除
す
る
提
案
を
し
て
い
る
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

●
議
第
１
５
２
号　

令
和
元
年
度
多
治
見
市
一
般
会
計
補
正
予

　

算
（
第
３
号
）
（
所
管
部
分
）

　

賦
課
徴
収
事
務
費
に
つ
い
て
、
「
繁
忙
期
に
人
材
を
派
遣
す

る
こ
と
に
よ
る
個
人
情
報
漏
え
い
に
対
す
る
管
理
は
大
丈
夫
な

の
か
」
と
の
質
疑
に
対
し
、
「
人
材
派
遣
業
務
を
契
約
委
託
す

る
際
に
守
秘
義
務
に
つ
い
て
き
ち
ん
と
明
記
し
た
上
で
契
約
を

交
わ
す
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

総
務
常
任
委
員
会

委
員
長　

寺
島　

芳
枝

●
議
第
１
４
９
号　

多
治
見
市
原
動
機
付
自
転
車
駐
車
場
の
設

　

置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
に
つ
い
て

　

「
今
回
の
改
正
に
よ
っ
て
利
用
台
数
は
増
加
す
る
と
見
込
ん

で
い
る
の
か
」
と
の
質
疑
に
対
し
、
「
現
在
、
２
つ
あ
る
原
動

機
付
自
転
車
駐
車
場
の
う
ち
、
駅
東
原
動
機
付
自
転
車
駐
車
場

は
、
駐
車
枠
29
台
の
全
て
が
埋
ま
っ
て
い
る
。
豊
岡
原
動
機
付

自
転
車
駐
車
場
は
、
駐
車
枠
32
台
に
対
し
て
、
現
在
18
台
の
利

用
、
56
％
の
利
用
率
で
あ
る
の
で
、
こ
ち
ら
の
利
用
率
を
上
げ

た
い
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

●
議
第
１
５
１
号　

多
治
見
市
水
道
事
業
給
水
条
例
の
一
部
を

　

改
正
す
る
に
つ
い
て

　

「
市
の
更
新
基
準
、
業
者
の
選
定
基
準
は
あ
る
か
」
と
の
質

疑
に
対
し
、
「
市
の
基
準
は
規
約
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
会
社

の
実
態
が
あ
る
か
、
有
資
格
者
が
い
る
か
な
ど
の
判
断
基
準
が

あ
る
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
「
更
新
の
メ
リ
ッ

ト
、
デ
メ
リ
ッ
ト
は
何
か
」
と
の
質
疑
に
対
し
、
「
市
の
メ

リ
ッ
ト
は
、
更
新
に
よ
る
業
者
の
事
業
実
態
の
把
握
で
あ
る
。

ま
た
、
更
新
の
申
請
に
伴
い
、
業
者
の
営
業
時
間
や
研
修
実
績
、

過
去
の
工
事
実
績
等
が
報
告
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
上
で
こ
の
内
容
は
公
表
で
き
る
。
市
民
の
メ
リ
ッ
ト
は
、

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
業
者
の
営
業
実
績
な
ど
が
確
認
で
き

る
こ
と
で
あ
る
。
業
者
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
実
績
が
ア
ピ
ー
ル
で

き
る
こ
と
、
デ
メ
リ
ッ
ト
は
５
年
に
１
回
の
更
新
に
よ
る
申
請

時
の
手
間
や
、
５
千
円
の
更
新
費
用
の
負
担
が
考
え
ら
れ
る
。

市
民
や
市
の
デ
メ
リ
ッ
ト
は
な
い
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

●
議
第
１
５
２
号　

令
和
元
年
度
多
治
見
市
一
般
会
計
補
正
予

　

算
（
第
３
号
）
（
所
管
部
分
）

「
災
害
復
旧
費
の
う
ち
、
喜
多
緑
地
の
土
砂
崩
れ
の
復
旧
工
事

に
つ
い
て
、
喜
多
緑
地
は
山
を
切
り
開
い
た
切
土
の
部
分
と
盛

り
土
の
部
分
が
あ
る
が
、
今
回
の
土
砂
崩
れ
の
部
分
は
ど
ち
ら

の
部
分
か
。
ま
た
、
そ
の
法
面
の
施
工
は
ど
ん
な
工
法
か
」
と

の
質
疑
に
対
し
、
「
土
砂
崩
れ
が
起
き
た
転
回
広
場
の
上
の
法

面
は
切
土
で
施
工
さ
れ
て
お
り
、
現
地
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、

土
質
が
２
層
に
な
っ
て
お
り
、
表
面
の
少
し
緩
い
表
土
に
水
が

浸
透
し
、
表
面
が
崩
れ
た
。
法
面
の
下
は
も
た
れ
擁
壁
で
施
工

さ
れ
て
お
り
、
表
面
が
崩
れ
た
だ
け
で
あ
る
」
と
の
答
弁
が
あ

り
ま
し
た
。

経
済
建
設
常
任
委
員
会委員

長　

吉
田　

企
貴

●
議
第
１
４
１
号　

多
治
見
市
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ

　

ン
ス
の
被
害
者
等
の
支
援
に
係
る
住
民
票
の
写
し
の
交
付
等

　

の
制
限
に
関
す
る
条
例
及
び
多
治
見
市
手
数
料
条
例
の
一
部

　

を
改
正
す
る
に
つ
い
て

　

「
同
一
世
帯
に
属
す
る
者
を
同
一
の
住
所
を
有
す
る
者
に
改

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
影
響
が
で
る
の
か
」
と
の

質
疑
に
対
し
、
「
住
民
基
本
台
帳
事
務
処
理
要
領
に
合
わ
せ
た

も
の
で
あ
り
、
特
に
影
響
は
な
い
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

●
議
第
１
５
０
号　

多
治
見
市
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す

　

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
に
つ
い
て

　

災
害
弔
慰
金
等
支
給
審
査
委
員
会
委
員
の
報
酬
額
の
根
拠
と

委
員
会
設
置
に
至
っ
た
経
緯
、
災
害
弔
慰
金
の
支
給
対
象
と
支

給
時
期
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、
「
こ
の
審
議
は
非
常
に
専
門

的
な
知
識
が
必
要
で
あ
り
、
他
の
類
似
委
員
会
に
合
わ
せ
報
酬

額
を
１
万
６
千
円
と
し
た
。
な
お
、
委
員
長
と
委
員
の
報
酬
額

は
同
額
で
あ
る
。
今
回
の
国
の
改
正
で
、
努
力
義
務
で
は
あ
る

が
、
委
員
会
を
置
く
よ
う
指
導
が
あ
り
、
多
治
見
市
と
し
て
も

委
員
会
を
置
く
規
定
を
設
け
た
。
災
害
関
連
死
な
ど
判
断
が
分

か
れ
る
場
合
は
委
員
会
で
審
議
す
る
。
災
害
に
よ
る
こ
と
が
あ

き
ら
か
な
場
合
は
、
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
は
な
い
」
と
の

答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

●
議
第
１
５
２
号　

令
和
元
年
度
多
治
見
市
一
般
会
計
補
正
予

　

算
（
第
３
号
）
（
所
管
部
分
）

　

（
仮
称
）
食
育
セ
ン
タ
ー
の
建
設
単
価
に
対
す
る
積
算
に
↖

↘
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、
「
一
般
的
に
建
設
事
業
の
必
要
額
を

見
積
も
る
際
は
本
市
や
近
隣
自
治
体
で
の
事
例
を
参
考
に
す
る
。

（
仮
称
）
食
育
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
同
種
の
事
例
は
県
内

で
も
少
な
い
。
過
去
の
事
例
等
も
参
考
に
積
算
し
た
が
、
建
築

単
価
の
増
を
読
み
切
れ
な
か
っ
た
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

●
請
第
１
号　

国
民
健
康
保
険
料
の
引
き
下
げ
等
抜
本
的
改
善

　

を
求
め
る
請
願

　

請
願
に
至
っ
た
理
由
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、
「
年
金
者
組

合
で
要
求
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
た
結
果
、
国
民
健
康
保
険
の

負
担
が
厳
し
い
と
い
う
内
容
が
１
番
多
か
っ
た
た
め
、
議
会
へ

の
請
願
に
な
っ
た
」
と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
意
見

陳
述
人
か
ら
は
、
「
議
会
の
意
見
を
拝
聴
し
、
一
定
の
感
触
を

持
っ
た
。
一
緒
に
請
願
を
行
っ
た
仲
間
た
ち
と
改
め
て
議
論
し

よ
う
と
思
う
」
と
の
発
言
が
あ
り
ま
し
た
。

厚
生
環
境
教
育
常
任
委
員
会

委
員
長　

佐
藤　

信
行

付託された議案

付託された議案

付託された議案

多治見市常勤の特別職職員の給与に
関する条例の一部を改正するについて
多治見市職員の給与に関する条例等
の一部を改正するについて
多治見市債権管理条例の一部を改正
するについて

多治見市税条例の一部を改正するに
ついて
令和元年度多治見市一般会計補正予
算（第３号）（所管部分）

議第146号

議第147号

議第152号

多治見市部設置条例の一部を改正す
るについて

多治見市ドメスティック・バイオレンスの被害者等の支
援に係る住民票の写しの交付等の制限に関する条例
及び多治見市手数料条例の一部を改正するについて

事件番号 件　名

請 第１号

議第141号

審査結果

原案可決

不採択と
すべきもの

多治見市災害弔慰金の支給等に関す
る条例の一部を改正するについて

議第153号

議第150号

令和元年度多治見市一般会計補正予
算（第３号）（所管部分）
令和元年度多治見市国民健康保険事
業特別会計補正予算（第２号）

国民健康保険料の引き下げ等抜本的
改善を求める請願

令和元年度多治見市介護保険事業特
別会計補正予算（第３号）

議第152号

議第155号

議第157号 指定管理者の指定について
議第158号 指定管理者の指定について
議第159号 指定管理者の指定について

事件番号 件　名

議第148号

議第149号

審査結果

原案可決

多治見都市計画特別工業地区建築条
例の一部を改正するについて

議第151号

多治見市原動機付自転車駐車場の設
置及び管理に関する条例の一部を改
正するについて

議第152号

議第154号

多治見市水道事業給水条例の一部を
改正するについて

令和元年度多治見駅北土地区画整
理事業特別会計補正予算（第１号）

令和元年度多治見市一般会計補正
予算（第３号）（所管部分）
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常
任
委
員
会
審
査
概
要
議
会
の
情
報
を
み
な
さ
ん
に
お
伝
え
す
る
た
め
、

３
つ
の
常
任
委
員
会
で
の
審
査
概
要
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

多治見市議会議員の議員報酬、費用
弁償及び期末手当に関する条例の一
部を改正するについて

法定利率に係る民法の一部を改正す
る法律の施行に伴う関係条例の整理
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事件番号 件　名

議第140号

議第143号

議第142号

議第144号

議第145号

審査結果

原案可決

●
議
第
１
４
０
号　

多
治
見
市
部
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す

　

る
に
つ
い
て

　

総
務
部
と
企
画
部
の
事
務
分
掌
に
つ
い
て
の
質
疑
が
あ
り
、

「
企
画
部
が
担
う
の
は
あ
く
ま
で
も
財
産
の
総
括
で
あ
り
、
実
際

の
施
設
の
統
合
、
廃
止
、
建
設
に
つ
い
て
は
、
所
管
し
て
い
る
部

署
が
行
う
も
の
で
あ
る
。
本
庁
舎
に
つ
い
て
は
総
務
部
が
所
管
し

て
い
る
事
務
な
の
で
、
総
務
部
が
中
心
と
な
っ
て
行
う
。
多
治
見

市
全
体
の
公
共
施
設
等
の
総
量
的
な
も
の
、
今
後
の
方
針
、
フ
ァ

シ
リ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
企
画
部
で
事
務
を
担
っ

て
い
く
こ
と
を
明
確
に
し
た
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

●
議
第
１
４
４
号　

多
治
見
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等

　

の
一
部
を
改
正
す
る
に
つ
い
て

　

嘱
託
員
お
よ
び
臨
時
職
員
に
つ
い
て
、
「
正
規
職
員
と
の
格

差
是
正
の
面
で
、
働
く
意
欲
を
上
げ
る
た
め
に
も
さ
ら
な
る
充

実
を
求
め
た
い
が
、
担
当
課
の
考
え
は
ど
の
よ
う
か
」
と
の
質

疑
に
対
し
、
「
今
回
の
改
定
に
つ
い
て
は
、
人
事
院
勧
告
の
と

お
り
で
あ
る
。
な
お
、
会
計
年
度
任
用
職
員
に
す
る
こ
と
に
よ

り
、
給
料
表
が
適
用
さ
れ
る
の
で
、
人
事
院
勧
告
の
ア
ッ
プ
が

あ
れ
ば
上
が
る
、
下
が
れ
ば
下
が
る
と
い
う
こ
と
で
、
正
規
職

員
と
連
動
す
る
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

●
議
第
１
４
５
号　

多
治
見
市
債
権
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正

　

す
る
に
つ
い
て

　

「
年
度
当
初
に
策
定
す
る
徴
収
計
画
か
ら
、
不
納
欠
損
見
込

額
、
専
決
処
分
見
込
額
、
滞
納
処
分
強
制
執
行
の
３
点
を
外
↖

↘
す
こ
と
に
よ
る
変
化
は
何
か
」
と
の
質
疑
に
対
し
、
「
条
例

制
定
時
は
、
回
収
見
込
み
の
な
い
私
債
権
の
整
理
が
課
題
で

あ
っ
た
。
年
度
当
初
に
不
納
欠
損
の
見
込
み
、
専
決
処
分
の
見

込
み
等
を
記
載
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
未
回
収
分
を
減
ら
し
、
整

理
す
る
こ
と
と
し
た
。
仕
組
み
も
充
実
し
、
債
権
が
整
理
さ
れ

て
き
た
現
在
で
は
年
度
当
初
に
見
込
む
必
要
が
な
く
な
っ
た
た

め
、
削
除
す
る
提
案
を
し
て
い
る
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

●
議
第
１
５
２
号　

令
和
元
年
度
多
治
見
市
一
般
会
計
補
正
予

　

算
（
第
３
号
）
（
所
管
部
分
）

　

賦
課
徴
収
事
務
費
に
つ
い
て
、
「
繁
忙
期
に
人
材
を
派
遣
す

る
こ
と
に
よ
る
個
人
情
報
漏
え
い
に
対
す
る
管
理
は
大
丈
夫
な

の
か
」
と
の
質
疑
に
対
し
、
「
人
材
派
遣
業
務
を
契
約
委
託
す

る
際
に
守
秘
義
務
に
つ
い
て
き
ち
ん
と
明
記
し
た
上
で
契
約
を

交
わ
す
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

総
務
常
任
委
員
会

委
員
長　

寺
島　

芳
枝

●
議
第
１
４
９
号　

多
治
見
市
原
動
機
付
自
転
車
駐
車
場
の
設

　

置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
に
つ
い
て

　

「
今
回
の
改
正
に
よ
っ
て
利
用
台
数
は
増
加
す
る
と
見
込
ん

で
い
る
の
か
」
と
の
質
疑
に
対
し
、
「
現
在
、
２
つ
あ
る
原
動

機
付
自
転
車
駐
車
場
の
う
ち
、
駅
東
原
動
機
付
自
転
車
駐
車
場

は
、
駐
車
枠
29
台
の
全
て
が
埋
ま
っ
て
い
る
。
豊
岡
原
動
機
付

自
転
車
駐
車
場
は
、
駐
車
枠
32
台
に
対
し
て
、
現
在
18
台
の
利

用
、
56
％
の
利
用
率
で
あ
る
の
で
、
こ
ち
ら
の
利
用
率
を
上
げ

た
い
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

●
議
第
１
５
１
号　

多
治
見
市
水
道
事
業
給
水
条
例
の
一
部
を

　

改
正
す
る
に
つ
い
て

　

「
市
の
更
新
基
準
、
業
者
の
選
定
基
準
は
あ
る
か
」
と
の
質

疑
に
対
し
、
「
市
の
基
準
は
規
約
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
会
社

の
実
態
が
あ
る
か
、
有
資
格
者
が
い
る
か
な
ど
の
判
断
基
準
が

あ
る
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
「
更
新
の
メ
リ
ッ

ト
、
デ
メ
リ
ッ
ト
は
何
か
」
と
の
質
疑
に
対
し
、
「
市
の
メ

リ
ッ
ト
は
、
更
新
に
よ
る
業
者
の
事
業
実
態
の
把
握
で
あ
る
。

ま
た
、
更
新
の
申
請
に
伴
い
、
業
者
の
営
業
時
間
や
研
修
実
績
、

過
去
の
工
事
実
績
等
が
報
告
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
上
で
こ
の
内
容
は
公
表
で
き
る
。
市
民
の
メ
リ
ッ
ト
は
、

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
業
者
の
営
業
実
績
な
ど
が
確
認
で
き

る
こ
と
で
あ
る
。
業
者
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
実
績
が
ア
ピ
ー
ル
で

き
る
こ
と
、
デ
メ
リ
ッ
ト
は
５
年
に
１
回
の
更
新
に
よ
る
申
請

時
の
手
間
や
、
５
千
円
の
更
新
費
用
の
負
担
が
考
え
ら
れ
る
。

市
民
や
市
の
デ
メ
リ
ッ
ト
は
な
い
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

●
議
第
１
５
２
号　

令
和
元
年
度
多
治
見
市
一
般
会
計
補
正
予

　

算
（
第
３
号
）
（
所
管
部
分
）

「
災
害
復
旧
費
の
う
ち
、
喜
多
緑
地
の
土
砂
崩
れ
の
復
旧
工
事

に
つ
い
て
、
喜
多
緑
地
は
山
を
切
り
開
い
た
切
土
の
部
分
と
盛

り
土
の
部
分
が
あ
る
が
、
今
回
の
土
砂
崩
れ
の
部
分
は
ど
ち
ら

の
部
分
か
。
ま
た
、
そ
の
法
面
の
施
工
は
ど
ん
な
工
法
か
」
と

の
質
疑
に
対
し
、
「
土
砂
崩
れ
が
起
き
た
転
回
広
場
の
上
の
法

面
は
切
土
で
施
工
さ
れ
て
お
り
、
現
地
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、

土
質
が
２
層
に
な
っ
て
お
り
、
表
面
の
少
し
緩
い
表
土
に
水
が

浸
透
し
、
表
面
が
崩
れ
た
。
法
面
の
下
は
も
た
れ
擁
壁
で
施
工

さ
れ
て
お
り
、
表
面
が
崩
れ
た
だ
け
で
あ
る
」
と
の
答
弁
が
あ

り
ま
し
た
。

経
済
建
設
常
任
委
員
会委員

長　

吉
田　

企
貴

●
議
第
１
４
１
号　

多
治
見
市
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ

　

ン
ス
の
被
害
者
等
の
支
援
に
係
る
住
民
票
の
写
し
の
交
付
等

　

の
制
限
に
関
す
る
条
例
及
び
多
治
見
市
手
数
料
条
例
の
一
部

　

を
改
正
す
る
に
つ
い
て

　

「
同
一
世
帯
に
属
す
る
者
を
同
一
の
住
所
を
有
す
る
者
に
改

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
影
響
が
で
る
の
か
」
と
の

質
疑
に
対
し
、
「
住
民
基
本
台
帳
事
務
処
理
要
領
に
合
わ
せ
た

も
の
で
あ
り
、
特
に
影
響
は
な
い
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

●
議
第
１
５
０
号　

多
治
見
市
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す

　

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
に
つ
い
て

　

災
害
弔
慰
金
等
支
給
審
査
委
員
会
委
員
の
報
酬
額
の
根
拠
と

委
員
会
設
置
に
至
っ
た
経
緯
、
災
害
弔
慰
金
の
支
給
対
象
と
支

給
時
期
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、
「
こ
の
審
議
は
非
常
に
専
門

的
な
知
識
が
必
要
で
あ
り
、
他
の
類
似
委
員
会
に
合
わ
せ
報
酬

額
を
１
万
６
千
円
と
し
た
。
な
お
、
委
員
長
と
委
員
の
報
酬
額

は
同
額
で
あ
る
。
今
回
の
国
の
改
正
で
、
努
力
義
務
で
は
あ
る

が
、
委
員
会
を
置
く
よ
う
指
導
が
あ
り
、
多
治
見
市
と
し
て
も

委
員
会
を
置
く
規
定
を
設
け
た
。
災
害
関
連
死
な
ど
判
断
が
分

か
れ
る
場
合
は
委
員
会
で
審
議
す
る
。
災
害
に
よ
る
こ
と
が
あ

き
ら
か
な
場
合
は
、
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
は
な
い
」
と
の

答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

●
議
第
１
５
２
号　

令
和
元
年
度
多
治
見
市
一
般
会
計
補
正
予

　

算
（
第
３
号
）
（
所
管
部
分
）

　

（
仮
称
）
食
育
セ
ン
タ
ー
の
建
設
単
価
に
対
す
る
積
算
に
↖

↘
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、
「
一
般
的
に
建
設
事
業
の
必
要
額
を

見
積
も
る
際
は
本
市
や
近
隣
自
治
体
で
の
事
例
を
参
考
に
す
る
。

（
仮
称
）
食
育
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
同
種
の
事
例
は
県
内

で
も
少
な
い
。
過
去
の
事
例
等
も
参
考
に
積
算
し
た
が
、
建
築

単
価
の
増
を
読
み
切
れ
な
か
っ
た
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

●
請
第
１
号　

国
民
健
康
保
険
料
の
引
き
下
げ
等
抜
本
的
改
善

　

を
求
め
る
請
願

　

請
願
に
至
っ
た
理
由
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、
「
年
金
者
組

合
で
要
求
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
た
結
果
、
国
民
健
康
保
険
の

負
担
が
厳
し
い
と
い
う
内
容
が
１
番
多
か
っ
た
た
め
、
議
会
へ

の
請
願
に
な
っ
た
」
と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
意
見

陳
述
人
か
ら
は
、
「
議
会
の
意
見
を
拝
聴
し
、
一
定
の
感
触
を

持
っ
た
。
一
緒
に
請
願
を
行
っ
た
仲
間
た
ち
と
改
め
て
議
論
し

よ
う
と
思
う
」
と
の
発
言
が
あ
り
ま
し
た
。

厚
生
環
境
教
育
常
任
委
員
会

委
員
長　

佐
藤　

信
行

付託された議案

付託された議案

付託された議案

多治見市常勤の特別職職員の給与に
関する条例の一部を改正するについて
多治見市職員の給与に関する条例等
の一部を改正するについて
多治見市債権管理条例の一部を改正
するについて

多治見市税条例の一部を改正するに
ついて
令和元年度多治見市一般会計補正予
算（第３号）（所管部分）

議第146号

議第147号

議第152号

多治見市部設置条例の一部を改正す
るについて

多治見市ドメスティック・バイオレンスの被害者等の支
援に係る住民票の写しの交付等の制限に関する条例
及び多治見市手数料条例の一部を改正するについて

事件番号 件　名

請 第１号

議第141号

審査結果

原案可決

不採択と
すべきもの

多治見市災害弔慰金の支給等に関す
る条例の一部を改正するについて

議第153号

議第150号

令和元年度多治見市一般会計補正予
算（第３号）（所管部分）
令和元年度多治見市国民健康保険事
業特別会計補正予算（第２号）

国民健康保険料の引き下げ等抜本的
改善を求める請願

令和元年度多治見市介護保険事業特
別会計補正予算（第３号）

議第152号

議第155号

議第157号 指定管理者の指定について
議第158号 指定管理者の指定について
議第159号 指定管理者の指定について

事件番号 件　名

議第148号

議第149号

審査結果

原案可決

多治見都市計画特別工業地区建築条
例の一部を改正するについて

議第151号

多治見市原動機付自転車駐車場の設
置及び管理に関する条例の一部を改
正するについて

議第152号

議第154号

多治見市水道事業給水条例の一部を
改正するについて

令和元年度多治見駅北土地区画整
理事業特別会計補正予算（第１号）

令和元年度多治見市一般会計補正
予算（第３号）（所管部分）


